
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての市民が相互に人格と個性を 

尊重し合いながら共生する社会の実現 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県 鹿屋市

この冊子は、令和６年 3月に鹿屋市が策定した「鹿屋市障がい者基本計画」の概要を

まとめたものです。地域の市民、事業者、行政、各種団体などすべての人々が、障がい

者や障がい者を取り巻く問題について正しい理解と認識を持っていただくためにつくら

れたものです。 

鹿屋市障がい者基本計画 
（第３期） 

令和６年度～令和 11年度 

概要版 





 

 

   

◆計画策定の経緯 
 

市町村は、障がい者施策に関する基本的な計画の策定が義務付けられています。本市で

は平成 27年３月に策定した「鹿屋市障害者基本計画（第２期）」の計画期間が終了するこ

とから、計画内容を見直し、新たな計画として「鹿屋市障がい者基本計画（第３期）」を策

定しました。 

 

◆計画の基本理念 

  

本計画は、障がいのある人が自らの決定に基づいて社会のあらゆる活動に参加し、自ら

の能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障がいのある人の社会的な

障壁を除去するため、取り組むべき障がい者施策の基本的な方向を定めます。 

今回の第３期計画においては、第２期計画の理念を継承し、 

すべての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現 

を基本理念とし、すべての人々が社会の一員として、互いに尊重し合いながら、地域社会

においていきいきと生活できる社会づくりを目指します。 

 

◆計画の重点的視点 

 
 

 

共生社会を実現するためには、全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられ

ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会が実現するよう、市

民の理解促進に努める必要があります。 

 

 
 

障がいを理由とする差別をなくし、障がいに対する理解を深めることで、障がいの

ある人が障がいのない人と同じように日常生活を過ごし、社会活動や経済活動、文化

活動に参加できる社会づくりを引き続き進めます。 

 

１ 鹿屋市障がい者基本計画について 

 
１ 市民の理解促進 

 
２ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 
３ 障害福祉サービス等提供体制の充実 
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障害福祉サービス等については、市障がい福祉計画及び市障がい児福祉計画におい

て、サービス見込量及び自立支援協議会の充実等によるサービスの確保策を定めてお

り、当該計画を踏まえながらサービス提供体制の充実に努めます。 

 

 
 

福祉施設等から地域生活への移行を希望する障がいのある人について、相談支援や

障害福祉サービスの提供体制の充実などにより、地域への移行を促進します。 

また、精神障がい者の地域移行について、精神障がい者が地域の一員として安心し

て自分らしい暮らしをすることができるよう関係機関が連携して支援に取り組みま

す。 

 

 
 

障がいのある人が社会の一員として幅広く活動するためには、道路や建物の段差、

周囲の人々の無理解、差別や偏見など、様々な社会的障壁を取り除く必要があり、ま

た、障がいのある人の障壁を取り除くことについて、合理的配慮が求められていま

す。 

鹿児島県が主催する「鹿児島県障害者保健福祉大会」や「鹿児島県障害者スポーツ

大会」への参加機会を確保することにより、障がいのある人の芸術文化活動に触れる

機会やスポーツ活動への参加の促進に努めます。 

 

 
 

障がい者が生きがいを持って社会参加できるよう、ハローワークや鹿児島県の設置

する障害者就業・生活支援センターをはじめとする関係機関・団体と連携し、求人開

拓や企業への啓発活動等を通じて雇用環境の整備や雇用機会の確保を促進します。 

 

  

 
４ 地域移行の支援 

 
５ 社会参加の促進 

 
６ 雇用・就業の支援 
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障害者基本法において、障がいのある人に対する社会的障壁の除去の概念が規定さ

れていることから、合理的配慮を的確に行うための環境整備として一層のバリアフリ

ー化を推進する必要があります。 

障がいのある人に配慮したまちづくりの必要性や合理的配慮について普及・啓発に

努めます。 

 

 
 

発達障がいの早期発見や早期支援のための環境の充実を図るとともに、医療的ケア

児については、地域において包括的な支援が受けられるように、保健・医療・福祉・

教育等の関係機関の連携を図ります。 

 

◆計画の期間 

 

本計画は、令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度の６年間とします。 

 

 

 
７ まちづくりの推進 

 
８ 障がい児の支援 
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◆障がい者の状況 

 

（１）障害者手帳所持者数（年齢別） 

 

（２）障害者手帳所持者数（程度別）  

 

85 270 16 
371 

68 305 22 
395 

75 322 27 
424 24 

53 
5 

82 

23 
47 

7 

77 

9 
54 

7 

70 1,162 634 
582 

2,378 

1,083 664 
607 

2,354 

1,093 676 
611 

2,380 549 

49 
76 

674 

524 

48 
68 

640 

504 

59 
74 

637 
3,234 

69 
84 

3,387 

3,201 

68 
92 

3,361 

3,111 

67 
92 

3,270 
計5,054

計1,075
計763

計6,892

計4,899

計1,132
計796

計6,827

計4,792

計1,178
計811

計6,781

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

身
体
障
害
者
手
帳

療
育
手
帳

精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳

合

計

身
体
障
害
者
手
帳

療
育
手
帳

精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳

合

計

身
体
障
害
者
手
帳

療
育
手
帳

精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳

合

計

所
持
者
数
（
人
）

障害者手帳所持者数（年齢別）

０～17歳 18～19歳 20～64歳 65～69歳 70歳～

令和３年度 令和４年度 令和５年度

各年４月１日現在

① 身体障害者手帳所持者数 

鹿屋市における身体障害者手帳の所持者について、等級別では１級、部位別では肢体不

自由が最も多く占めており、所持者数は減少傾向にあります。 
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② 療育手帳所持者数 

鹿屋市における療育手帳の所持者について、等級ではＢ２が最も多く占めており、所持

者数は増加傾向にあります。 
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③ 精神障害者保健福祉手帳所持者数 

鹿屋市における精神障害者保健福祉手帳の所持者について、等級では２級が最も多く占

めており、所持者数は増加傾向にあります。 
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◆計画の体系 
 

 
  

２ 計画の施策体系について 
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◆施策の方向性・具体施策 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜現状と課題＞ 

社会のあらゆる場面において障がいを理由とする差別の解消を進めるため、事

業者や市民の幅広い理解の下、環境の整備に係る取組を含め、障がい者差別の解

消に向けた取組を幅広く実施する必要があります。 

また、障害者虐待防止法等の適正な運用を通じて障がい者虐待を防止するととも

に、障がい者の権利侵害の防止や被害の救済を図り、障がい者の権利擁護のための

取組を推進する必要があります。 

・障がいのある人の自己決定を

尊重し、必要な支援等が行われ

ることを推進します。 

・障害者差別解消法等の趣旨・目

的や障がい及び障がい者に対

する正しい理解促進を図るた

めに、広報・啓発活動に取り組

みます。 等 

１ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 

＜現状と課題＞ 
障がい者がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環

境の実現を図るため、住環境の整備、障がい者が移動しやすい環境の整備、アク
セシビリティに配慮した施設等の普及促進、障がい者に配慮した福祉のまちづく
りの総合的な推進等を通じ、障がい者の生活環境における社会的障壁の除去を進
め、アクセシビリティの向上を推進することが必要です。 
公共的な建築物、公共交通機関、道路等について、障がいのある人が安全かつ

快適に利用できるように「バリアフリー法」等に基づき、バリアフリー化をさら
に進めることが必要です。 

・バリアフリー化された市営

住宅の整備に努めます。 

・ヘルプマーク等を配布し、

外見から障がいのあるこ

とが分かりにくい人が配

慮等を受けられるよう、普

及啓発に努めるとともに

バリアフリー化を促進し

ます。 等 

２ 安全・安心な生活環境の整備 
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４ 教育・療育 

＜現状と課題＞ 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づき、障が

い者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を充実させ、障がい者

が円滑に情報を取得・利用することができるよう、障がい者の特性等に配慮した

情報の提供の促進を図る必要があります。 

あわせて、障がい者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができ

るよう、意思疎通支援を担う人材の育成等の取組を通じて、意思疎通支援の充実

を図る必要があります。 

・障がいのある人の自己決定を保
障するため、判断に必要な情報
を分かりやすく伝えるなど、情
報のバリアフリー化に取り組
みます。 

・「広報かのや」の点字版・録音
版を作成・配布します。 

・視聴覚障がい者等に対してコミ
ュニケーション支援を行う手
話通訳者などの養成講習会を
実施します。 等 

３ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

 

＜現状と課題＞ 
障がい者が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、災害

に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障がい特性に配慮し
た適切な情報提供や避難支援、避難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービ
スの継続等を行うことができるよう、防災への取組を推進する必要があります。 
また、障がい者を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラ

ブルの防止に向けた取組が必要です。 

・地域防災計画等の作成、防災
訓練の実施等の取組を促進
し、災害に強い地域づくり
を推進します。 

・犯罪の防止に関する広報・啓
発等により、障がいのある
人に対する犯罪の防止に努
めます。 

・消費者トラブルを未然に防
ぐため、出前講座の開催な
どを実施します。 等 

４ 防災、防犯等の推進 
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＜現状と課題＞ 
障がい者がその権利を円滑に行使できるよう、選挙等において必要な環境の整備

や障がい特性に応じた合理的配慮の提供が必要です。 
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法も踏まえ、行政機

関の窓口等における障がい者への配慮を徹底するとともに、行政情報の提供等に当
たっては、ＩＣＴ等の利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行
う必要があります。 

・点字による候補者情報の提供
等、障がいのある人に配慮した
選挙情報提供の充実を図りま
す。 

・職員が適切に対応するために、
職員に対する研修を実施しま
す。また、職員が手話を学ぶ機
会の確保に努めます。 

・行政情報の提供等に当たって
は、ＩＣＴの利活用も踏まえ、
アクセシビリティに配慮した情
報提供を行います。 等 

５ 行政における配慮の充実 

＜現状と課題＞ 
障がい者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地

域医療体制等の充実を図るとともに、保健・医療を支える人材の育成・確保や、難
病に関する保健・医療施策、障がいの原因となる疾病等の予防・治療に関する施策
を着実に進める必要があります。 
また、障がいのある人については、医療機関にかかっている割合が高くなってお

り、個々の障がいの原因となっている疾病等に応じて、適切な保健・医療サービス
が提供される必要があります。 

・こころの健康や保持・増進のあ
り方について、正しい知識の
周知・啓発を行います。 

・乳幼児健康診査等により障が
いの早期発見に努めます。 

・保健相談センター等の職員の
資質の向上を図るとともに、
障がい者にとって必要な福祉
サービス等の情報提供が速や
かに行われるよう関係機関と
の連携を図ります。 

・障がいの原因となる、生活習慣
病等の発症・重症化の予防に
努めます。 等 

６ 保健・医療の推進 
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＜現状と課題＞ 
障がい者が自ら意思を決定及び表明することが困難な障がい者に対し、本人の

自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行い、身近な地域で相談支援
を受けることのできる体制を構築する必要があります。 
また、障がい者の地域移行を一層推進し、障がい者が必要なときに必要な場所

で、適切な支援を受けられるよう取組を進めることを通じ、市民が相互に人格と個
性を尊重し、安全に安心して暮らせる地域社会の実現が求められています。 
さらに、障がい者等が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日

常生活等を営むことができるよう、各種サービスの質の向上、アクセシビリティ向
上に資する機器の提供、障がい福祉人材の育成等に取り組む必要があります。 

・成年後見制度の適切な利
用を促進します。 

・当事者の支援の必要性に
応じた支給決定への取
組を進めます。 

・地域移行を希望する障が
い者が安心して地域移
行できるよう努めます。 

          等 

７ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

＜現状と課題＞ 
障がいの有無によって分け隔てられることなく、共生社会の実現に向け、可

能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備や障がいに対する理解を
深めるための取組を推進することが必要です。 
また、学校教育における障がいのある幼児・児童・生徒及び学生に対する支援

を推進するため、合理的配慮の提供等の一層の充実を図るとともに、適切な支
援を行うことができるよう環境の整備を図ることが必要です。 
さらには、障がい者が、学校卒業後も、自らの可能性を追求できる環境を整

え、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための関係施
策を横断的かつ総合的に推進するとともに、共生社会の実現が求められていま
す。 

・障がいの早期発見に努め、乳
幼児期から学校卒業まで一貫
した相談支援体制の充実に努
めます。 

・小・中学校等の教員への研修
の充実を図ります。 

・市立図書館を中心に、障がい
者等の読書環境の充実を図り
ます。 等 

８  教育の振興 
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＜現状と課題＞ 
障がい者が自立した生活を営むためには就労が重要であり、働く意欲のある障が

い者がその適性に応じて能力を十分に発揮できるよう、多様な就業の機会を確保す
るとともに、就労支援の担い手の育成等を図る必要があります。 
また、障がい者施策の基本理念であるノーマライゼーションの実現のためには、

職業を通じた社会参加が重要であり、障がいのある人がその能力に応じた職業に従
事できるようにするため、多様な就業機会の確保に努めるとともに、個々の障がい
のある人の特性に配慮した相談・訓練・紹介等を行う必要があります。 

・就業に関する相談についてハロー
ワーク等と連携します。 

・各種手当や減免制度について周知・
広報します。 

・障害者雇用率制度などについて、周
知・啓発を図り、障がい者雇用の促
進を図ります。 

・時間や場所にとらわれない働き方
が可能なテレワークなど、多様で
柔軟な働き方を推進します。 等 

９ 雇用・就業、経済的自立の支援 

 

10 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

＜現状と課題＞ 
障がい者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障がい者の生活と社会を豊

かにするとともに、市民の障がいへの理解と認識を深め、障がい者の自立と社会
参加の促進を図ることが重要です。 
スポーツやレクリエーション活動を通じて、障がい者の体力の維持・増進や交

流、余暇の充実等を図ることが必要です。さらに、共生社会の実現に向け、障が
いの有無にかかわらず誰もが障がい者スポーツに親しめる機会をつくるととも
に、地域における障がい者スポーツの一層の普及・充実を図ることが必要です。 

・障がい者の芸術及び文化活動
への参加を通じて、障がい者
の自立と社会参加の促進を図
ります。 

・障がいのある人とない人が共
にスポーツに参画する機会を
提供することで、障がい者ス
ポーツに対する理解促進を図
ります。 等 
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３ 計画の推進体制について 
 

１ 計画の推進体制整備 【計画（Plan）】 
  障がいのある人やその家族などに対する各種サービスの充実を目指し、庁内の保
健・福祉・医療・教育・雇用・まちづくりなどの関係課の連絡調整や関係機関との
連携をより一層強化するとともに、行政の枠にとらわれず関連する組織との連携を
図り、計画の推進体制を整備することとします。 

 

２ 事業実施及び計画の進行管理 【実行（Do）】 
  策定した計画の内容を踏まえて、目標達成に向けて施策を推進していきます。ま
た、新しい計画の周知を図ることや、評価のために実績把握のための準備などを行
います。 

 

３ 計画の点検・評価 【評価（Check）】 
  本計画を着実に推進していくため、障がい者基本計画等策定委員会において施策
の進捗状況を把握します。また、事務局となる福祉政策課が実施結果のとりまとめ
を行い、計画全体の進捗状況について把握していきます。 

 

４ 計画の見直し 【改善（Act）】 
  計画期間中においても、障がいがある人のニーズの多様化、社会経済状況の変化
など本市や障がいのある人を取り巻く状況の変化により、計画の見直しが必要とさ
れるときは、国や県の動向を踏まえ、必要に応じた計画の見直しを行うものとしま
す。 

＜計画の見直し＞  
○住民・行政・事業者の視点から 
見える課題の把握 

○計画の見直し など 

改善（Act） 

＜計画の推進体制整備＞ 
○基本理念・重点的視点の検討 
○現状把握、実態調査 
○具体的施策の検討 など 

計画（Plan） 

＜事業実施及び計画の進行管理＞ 
○事業の実施 
○施策の推進 など 

実行（Do） 

＜計画の点検・評価＞ 
○事業の実施の実績把握  
○施策の推進の実績把握  など 

評価（Check） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

鹿屋市役所 保健福祉部 福祉政策課 

ＴＥＬ：０９９４-４３-２１１１ 

ＦＡＸ：０９９４-４４-２４９４ 

ホームページ：http:// www.city.kanoya.lg.jp/ 

 

〒893-8501 

鹿児島県鹿屋市共栄町２０番１号 

鹿屋市障がい者基本計画 
（第３期） 

令和６年度～令和 11 年度 

概要版 

令和６年３月 


